
〔７〕主な有資格区分コード表（技術職員名簿）

１
級

（
５
点

）

２
級

（
２
点

）

 
そ
の
他

（
１
点

）

００２ １０年 ○

００３ ○

００４ ○

１１１ ○

２１２ ○

１１３ ○ 土と石鋼ほしゅ塗水　　

２１４ 土木 ○ 土と石鋼ほしゅ水

２１５ 鋼構造物塗装 ○ 塗

２１６ 薬液注入 ○ と

１２０ １級建築施工管理技士 ○ 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具

２２１ 建築 ○ 建

２２２ 躯体 ○ 大とタ鋼筋

２２３ 仕上げ ○ 大左石屋タ板ガ塗防内絶具

１２７ ○

２２８ ○

１２９ ○

２３０ ○

１３３ ○

２３４ ○

１３７ ○ 建大屋タ鋼内

２３８ ○ 建大屋タ内

２３９ ○ 大

技術士法
１４１ ○ 土と電ほしゅ園

※ １４２ ○ 土と電鋼ほしゅ園

１４３ ○ 土と

１４４ ○ 電通

１４５ ○ 機　

※ １４６ ○ 管機

１４７ ○ 管水

※ １４８ ○ 管井水

１４９ ○ 土としゅ

１５０ ○ 園

※ １５１ ○ 土と園

１５２ ○ 管

※ １５３ ○ 管水

※ １５４ ○ 管水清

１５５ ○

２５６ ３年 ○

必要な確認書類

001及び002資格の技
術職員名簿一覧表

大学・短大・高専卒３年、高卒：５年
※専門学校は該当しません。

大臣認定書

合格証明書

加点となる
建設業の種類

実務経験のある業種

電

２級建築士

木造建築士

法第７条第２号イ該当＝実務経験者

法第７条第２号ロ該当＝実務経験者

免許証

登録証※但し、１４２、
１４６、１４８、１５１、１５
３、１５４を選択する場
合は日本技術士会発
行の登録等証明書も
添付すること。

免状

認定書記載の業種のみ

法第15条第２号ハ該当（同号イと同等以上）
＝大臣認定者

法第15条第２号ハ該当（同号ロと同等以上）
＝大臣認定者

種
　
　
別

１級建設機械施工技士

２級造園施工管理技士

建設業法

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級建設機械施工技士（第１種～第６種）

１級土木施工管理技士

種
　
　
別

２級土木施工管理技士

電気
工事士法

００１

級区分

○

建築士法

建設・総合技術監理（建設）

１級建築士

建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理
（建設「鋼構造及びコンクリート」）

農業「農業土木」・総合技術監理
（農業「農業土木」）

２級建築施工管理技士

１級電気工事施工管理技士

上下水道「上水道及び工業用水道」・
総合技術監理（上下水道「上水道及び工業用水道」）

水産「水産土木」・総合技術監理
（水産「水産土木」）

森林「林業」・総合技術監理
（森林「林業」）

森林「森林土木」・総合技術監理
（森林「森林土木」）

電気電子・総合技術監理（電気電子）

機械・総合技術監理（機械）

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理
（機械「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道・総合技術監理（上下水道）

第２種電気工事士

衛生工学・総合技術監理（衛生工学）

衛生工学「水質管理」・総合技術監理
（衛生工学「水質管理」）

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理
（衛生工学「廃棄物管理」）

第１種電気工事士

資格取得後（０
０１は指定学科
卒業後）に必要
な実務経験年

数

コード 資　　格　　区　　分

土とほ

電

管

園

35



１
級

（
５
点

）

２
級

（
２
点

）

 
そ
の
他

（
１
点

）

必要な確認書類
加点となる

建設業の種類

級区分

資格取得後（０
０１は指定学科
卒業後）に必要
な実務経験年

数

コード 資　　格　　区　　分

電気事業
法

２５８ ５年 ○ 電 免状

電気通信
事業法

２５９ ５年 ○ 通 免状

水道法
２６５ １年 ○ 管 免状

１６８ ○

１６９ ○

１７１ ○
合格証書

２７１ ３年 ○

１７２ ○

２７２ ３年 ○

１７３ ○

２７３ ３年 ○

１６６ ○

２６６ ３年 ○

１７４ ○

２７４ ３年 ○

１７５ ○

２７５ ３年 ○

１７６ ○

２７６ ３年 ○

１７７ ○

２７７ ３年 ○

１７８ ○

２７８ ３年 ○

１７９ ○

２７９ ３年 ○

１８０ ○

２８０ ３年 ○

１８１ ○

２８１ ３年 ○

１８２ ○

２８２ ３年 ○

１８３ ○

２８３ ３年 ○

１８４ ○

２８４ ３年 ○

１８５ ○

２８５ ３年 ○

１８６ ○

２８６ ３年 ○

職業能力
開発推進
法※職業
能力開発

促進法の規
定に係る２
級技術検

定の合格後
に必要な実
務経験は、
平成１５年

以前の合格
者は１年

大

消

免状消防法

電気主任技術者（第１種～第３種）

電気通信主任技術者

給水装置工事主任技術者

左官（１級）

〃　 （２級）

とび・とび工・型枠施工・コンクリート圧送施工（１級）

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２級）

甲種消防設備士

乙種消防設備士

建築大工（１級）

〃　　　 　（２級）

給排水衛生設備配管（１級）

〃　　　　　　　　　　 　  （２級）

配管・配管工（１級）

〃　　　　　    （２級）

ウェルポイント施工（１級）

〃　　　　　　　　  　 （２級）

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管（１級）

〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（２級）

ブロック建築・ブロック建築工（１級）・
コンクリート積みブロック施工

〃　　　　　　 　    　　　　　　 　（２級）

石工・石材施工・石積み（１級）

〃　　                    　　（２級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

〃　　　　　　　　　　　 　   （２級）

築炉・築炉工（１級）・れんが積み

〃　　       　（２級）

工場板金（１級）

〃　 　    （２級）

板金「建築板金作業」・建築板金・
板金工「建築板金作業」（１級）

〃　              　          （２級）

鉄工・製罐（１級）

〃　　   　 （２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）

〃　　　　　         　　 　（２級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

〃　　                　　　　　（２級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

〃　　　　　　   　　　      　（２級）

石タ

石

鋼

左

屋

筋

板

屋板

板

と

管

タ
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１
級

（
５
点

）

２
級

（
２
点

）

 
そ
の
他

（
１
点

）

必要な確認書類
加点となる

建設業の種類

級区分

資格取得後（０
０１は指定学科
卒業後）に必要
な実務経験年

数

コード 資　　格　　区　　分

１８７ ○

２８７ ３年 ○

１８８ ○

２８８ ３年 ○

１８９ ○

２８９ ３年 ○

１９０ ○

２９０ ３年 ○

１９１ ○

２９１ ３年 ○

１６７ ○

１９２ ○

２９２ ３年 ○

１９３ ○

２９３ ３年 ○

１９４ ○

２９４ ３年 ○

１９５ ○

２９５ ３年 ○

１９６ ○

２９６ ３年 ○

１９７ ○

２９７ ３年 ○

１９８ ○

２９８ ３年 ○

０６１ １年 ○ と井 登録証

０６２ １年 ○ 登録証

０６３ １年 ○ 合格証書又は登録証

０６４ 講習修了証記載の業種のみ 講習修了証

０９９ ○ 実務経験のある業種 実務経験証明書

合格証等が適切に添付されていない場合は、再提出をする場合もあり。

有資格区分コード００１・００２を選択する場合は、「００１及び００２資格の技術職員名簿一覧表」の作成をすること。

必要に応じて、卒業証明書及び実務経験証明書（様式第９号）等を追加で求める場合あり。

技術職員は雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者をいうため、労務者・アルバイト・パート・嘱託等は技術職員名簿に記載してはならない。

それ以外（２級及びその他）の監理技術者の方は加点されない。

３点加点

その他

〃　　　　　   　　　 　　　（２級）

ガラス施工（１級）

〃　　 　　　（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

〃　　                  　　　　  　（２級）

〃 　 （２級）

〃　 （２級）

防水施工（１級）

〃　　　　 （２級）

さく井（１級）

〃　　　　　　（２級）

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・
サッシ施工（１級）

内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・
床仕上げ施工・表装・表具・表具工（１級）

〃　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　（２級）

熱絶縁施工（１級）

噴霧塗装（１級）

〃　　 　　（２級）

路面標示施工

畳製作・畳工（１級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

〃　　　　　   　 　　　　　（２級）

金属塗装・金属塗装工（１級）

〃　　　　 　（２級）

造園（１級）

〃　　　   　 　（２級）

防

塗

内

ガ

絶

具

園

技術職員名簿順に合格書等（講習受講を選択した場合は合格証等・監理技術者証・講習修了証（平成１６年２月２９日以前に監理技術者証の交付を受けている場合は不必要）の順）で提出
をすること。

「講習受講」の加点対象者は、１級国家資格者相当（法第１５条第２号イに該当する者）の監理技術者であり、表の１級（５点）の資格者のみ該当。

電管

基幹技能者

井

地すべり防止工事

建築設備士

計装
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